
松本市国民保護協議会名簿

令和６年１月

委　　　　員 幹　　事

№
法第40条
該当条項

区分 機関名及び職　名　 機関名及び職　名　

第２項
（会長）

会　長 松本市長

1 委　員 長野労働局松本労働基準監督署長 長野労働局松本労働基準監督署次長

2 委　員 関東農政局長野農政事務所地域第１課長 関東農政局長野農政事務所地域第１課総務係長

3 委　員 中部森林管理局中信森林管理署長 中部森林管理局中信森林管理署総括事務管理官

4 委　員 関東地方整備局長野国道事務所松本国道出張所長 関東地方整備局長野国道事務所松本国道出張所管理係長

5 委　員 北陸地方整備局千曲川河川事務所松本出張所長 北陸地方整備局千曲川河川事務所松本出張所事務係長

6 委　員 北陸地方整備局松本砂防事務所長 北陸地方整備局松本砂防事務副所長

7 委　員 東京航空局松本空港出張所長 東京航空局松本空港出張所主幹航空管制技術官

8 第４項第２号（自衛隊） 委　員 陸上自衛隊第１３普通科連隊連隊長 陸上自衛隊第１４普通科連隊連隊長

9 委　員 松本地域振興局長 松本地域振興局総務管理課県民生活係長

10 委　員 松本建設事務所長 松本建設事務所維持管理課長

11 委　員 松本保健福祉事務所長 松本保健福祉事務所副所長

12 委　員 松本警察署長 松本警察署管理官兼警備課長

松本警察署管理官兼交通課長

13 委　員 松本空港管理事務所長 松本空港管理事務所企画員

14 松本市副市長 松本市総合戦略局総合戦略室次長

松本市住民自治局地域づくり課長

松本市総務部行政管理課長

松本市財政部財政課長

松本市健康福祉部福祉政策課長

松本市こども部こども育成課長

松本市環境エネルギー部環境・地域エネルギー課長

松本市産業振興部商工課長

松本市文化観光部観光プロモーション課長

松本市交通部交通ネットワーク課長

松本市建設部建設総務課長

松本市上下水道局総務課長

15 委　員 松本市教育長 松本市教育委員会教育政策課長

16 委　員 松本広域消防局長 松本広域消防局警防課長

17 委　員 松本郵便局長 南松本駅前郵便局長

18 委　員 中日本高速道路㈱八王子支社松本保全・サービスセンター所長
中日本高速道路㈱八王子支社松本保全・サービスセンター工務
担当課長

19 委　員 東日本電信電話株式会社長野支店災害対策室長 東日本電信電話株式会社長野支店災害対策室チーフ

20 委　員 中部電力パワーグリッド株式会社松本支社長 中部電力パワーグリッド株式会社松本支社総務グループ長

21 委　員 東京電力パワーグリッド株式会社松本電力所長
東京電力パワーグリッド㈱松本電力所総務グループマネー
ジャー

22 委　員 日本通運株式会社松本支店長 日本通運株式会社松本支店次長

23 委　員 松本ガス株式会社　代表取締役社長 松本ガス株式会社　取締役総務部長

24 委　員 アルピコ交通株式会社　代表取締役社長 アルピコ交通株式会社　勤労部長

25 委　員 信越放送株式会社 松本放送局長 信越放送株式会社 松本放送局長

26 委　員 株式会社長野放送　中南信支社長 株式会社長野放送　中南信支社長

27 委　員 株式会社テレビ信州　松本支社長 株式会社テレビ信州　報道局中南信報道室室長

28 委　員 長野朝日放送株式会社　中南信支社長 長野朝日放送株式会社中南信支社次長

29 委　員 長野エフエム放送株式会社　代表取締役専務 長野エフエム放送株式会社　常務取締役放送部長

30 委　員 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン 代表取締役社長 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン総務部総務課副部長

31 委　員 松本市消防団長 松本市消防団副団長

32 委　員 松本市町会連合会長 松本市町会連合会副会長

33 委　員 松本市社会福祉協議会会長 松本市社会福祉協議会総務課長

34 委　員 一般社団法人松本市医師会長 一般社団法人松本市医師会事務局長

35 委　員 中信地区輸送協議会会長 中信地区輸送協議会事務局長

36 委　員 松本ハイランド農業協同組合常務理事 松本ハイランド農業協同組合管理部長

37 委　員 松本商工会議所会頭 松本商工会議所管理･経理グループ長

38 委　員 松本市建設事業協同組合理事長 松本市建設事業協同組合専務理事

39 委　員 松本市交通安全協会会長 松本市交通安全協会副会長

40 委　員 松本市ＰＴＡ連合会長 松本市ＰＴＡ連合会副会長

41 委　員 松本市水道事業協同組合理事長 松本市水道事業協同組合専務理事

○委員　４２名（含む会長） ○幹事　５３名

委　員
（会長職務
代理者）

第４項第７号（指定地方公共
機関の役員又は職員）

第４項第８号（知識又は経験
を有する者）

第４項第１号（指定地方行政
機関の職員）

第４項第３号（県の職員）

第４項第５号（教育長、消防
長）

第４項第７号（指定公共機関
の役員又は職員）

第４項第４号（副市長）


